南相馬市林業新規就業者確保支援事業実施要領（案）

（趣旨）
第１条　この要領は、林業新規就業者の確保を支援することで林業経営の持続的発展を促進するため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、南相馬市補助金等の交付等に関する規則（平成１８年１月１日規則第３８号（以下「規則」という））及び南相馬市農林水産業振興事業補助金交付要綱（平成１８年１月１日告示第１１４号（以下「要綱」という））に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（目的）
第２条　本事業は、新規就業者を雇用する林業経営体及び新規就業者への支援を行うことにより、新規就業者の確保と定着の支援を行うことで、南相馬市の林業経営体の体制向上により、市内の森林整備の促進を図ることを目的とする。

（事業の実施等に関して必要な事項）
第３条　本事業の実施に関して必要な事項は、次の１から３までに掲げる事業ごとに、それぞれの別記に定めるものとする。
　１　林業経営体支援事業　別記１
　２　新規就業者給付金事業　別記２
　３　移住就業者家賃支援事業　別記３

　　　附　則
　この要領は、　年　月　日から施行する。




















別記１

林業経営体支援事業
（事業の内容）
第１条　本事業は、新規就業者を採用する市内の林業経営体等を支援することで、新規就業者の確保及び定着を図ることを目的とする。

（交付要件等）
第２条　本補助金は、林業経営体等が新たに職員を採用した場合に、森林内作業に必要な講習（免許及び資格取得）及び研修等や装備品（以下「講習及び研修等」という）に要する経費を対象とし、次に掲げる全ての要件を満たすこととする。
[bookmark: _Hlk211526732][bookmark: _Hlk211526572]（１）交付申請者は市内に住所又は営業所を有し、森林経営管理法に基づき福島県が公表する民間事業者（福島県意欲と能力のある林業経営者）又は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づき認定事業体として登録されている林業経営体又は複合経営体であること。
（２）採用した職員が過去に（１）の林業経営体等への就業歴がないこと。
（３）新たに技術系（森林での現場作業又は調査計画業務を主とする）職員を採用し、講習及び研修等や装備品等（装備品等にあっては、講習や研修等の受講を行うことを条件とし、装備品単独での補助は認めない）に要する費用であること。ただし、装備品以外の消耗品や道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第６章に定める自動車及び一般原動機付自転車の運転免許を除く。
（４）新たに採用した職員が常用雇用者（雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第４条第１項に規定する被保険者で、１週間の所定労働時間が３０時間以上の者）であること。
（５）新たに採用した職員が採用した年度から起算して３年以内の職員であること。なお交付額が補助上限額に満たない場合、上限額の範囲内に限り３年以内の再度の交付申請を可能とする。
（６）新たに採用した職員が交付申請日時点で４５歳以下であり、過去に受けたこの補助金の合計額が補助上限額を満たしていないこと。
（７）補助対象事業費は申請年度内に発注を行い、支出を完了した装備品等に限り、同一年度内毎の清算を行うこととする。
（８）講習及び研修等が国や県その他の団体等からの類似する補助金の交付対象である場合、当該事業費を対象外とし、重複を認めないものとする。

（補助率、補助上限額等）
第３条　補助率は事業費の２分の１以内（新規就業者１人当たりの合計上限５０万円以内）とする。ただし、補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

（補助金の交付の申請）
第４条　規則第４条第１項に規定する申請書は、要綱第３条に定める農林水産業振興事業補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
（１）　林業新規就業者確保支援事業計画書（第１号様式）
（２）　雇用契約書等の写し又は雇用証明書（第２号様式）
（３）　その他必要な書類

（変更の承認）
第５条　規則第６条第１項第１号及び第２号の規定に基づき市長の承認を受けようとする場合は、要綱第５条に定める農林水産業振興事業変更（廃止・中止）承認申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。なお承認を要する変更は規則・要綱に定めるものとする。
（１）　林業経営体支援事業計画書（第１号様式）
（２）　その他必要な書類

（実績報告）
第６条　補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了した日から起算した３０日以内又は事業年度の３月３１日のいずれか早い日までに、要綱第９条に定める農林水産業振興事業実績報告書に、次に掲げる書類を添えて実績報告を行わなければならない。
（１）　林業経営体支援事業実績書（第３号様式）
（２）　講習及び研修等に要した費用が確認できる書類（契約書、領収書、納品書等）の写し
（３）　その他必要な書類

（会計帳簿等の整備等）
第７条　補助金の交付を受けた事業主体は、交付金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存しておかなければならない。

















別記２

新規就業者給付金事業
（事業の内容）
第１条　本事業は、市内の林業経営体等に就業する新規就業者へ給付金を交付することで、新規就業者の確保及び定着を図ることを目的とする。

（交付要件等）
第２条　本補助金は、林業経営体等に新たに就業した者に対し、給付金を交付するものとし、次に掲げる全ての要件を満たす者を対象とする。
（１）交付申請者は市内に住所又は営業所を有し、森林経営管理法に基づき福島県が公表する民間事業者（福島県意欲と能力のある林業経営者）又は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づき認定事業体として登録されている林業経営体又は複合経営体に新たに就業した者であること。
（２）過去に（１）の林業経営体等への就業歴がないこと。
（３）技術系（森林での現場作業又は調査計画業務を主とする）職員として就業していること。
（４）常用雇用者（雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第４条第１項に規定する被保険者であり、１週間の所定労働時間が３０時間以上の者）であること。
（５）交付申請日時点で４５歳以下であり、過去にこの補助金の給付を受けていないこと。

（給付額等）
第３条　対象とする林業経営体で就業６か月（就業した日が属する月から起算して６か月目の月の最終日）が経過し、それ以降も就業を継続する見込みである場合に１０万円を給付する。

（補助金の交付の申請）
第４条　規則第４条第１項に規定する申請書は、要綱第３条に定める農林水産業振興事業補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、就業後３か月以内（１０月１日以降３月３１日までの就業にあっては、次年度に申請を行うこととし、就業次年度の６月３０日）までに市長に提出しなければならない。
（１）　新規就業者給付金事業申込書（第４号様式）
（２）　雇用契約書等の写し又は雇用証明書（第２号様式）
（３）　振込口座がわかる通帳・キャッシュカード・ネットバンキング上の口座情報等の写し
（４）　その他必要な書類

（変更の承認）
第５条　規則第６条第１項第１号及び第２号の規定に基づき市長の承認を受けようとする場合は、要綱第５条に定める農林水産業振興事業変更（廃止・中止）承認申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。なお承認を要する変更は規則・要綱に定めるものとする。
（１）　給付金申込書（第４号様式）
（２）　その他必要な書類

（実績報告）
第６条　補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了した日から起算した３０日以内又は事業年度の３月３１日のいずれか早い日までに、要綱第９条に定める農林水産業振興事業実績報告書に、次に掲げる書類を添えて実績報告を行わなければならない。
（１）　就業状況報告書（第５号様式）
（２）　その他必要な書類

（会計帳簿等の整備等）
第７条　補助金の交付を受けた者は、交付金その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存しておかなければならない。






























別記３

移住就業者家賃支援事業
（事業の内容）
第１条　本事業は、市外から市内に移住して市内の林業経営体等に就業する新規就業者に対し、賃貸住宅の家賃の一部を補助することにより、新規就業者の確保を促進することを目的とする。

（交付要件等）
第２条　本補助金は、市外から市内に移住して市内の林業経営体等に新たに就業した者に対し、賃貸住宅の家賃の一部を交付するものとし、次に掲げる全ての要件を満たすこととする。
（１）交付申請者は市内に住所又は営業所を有し、森林経営管理法に基づき福島県が公表する民間事業者（福島県意欲と能力のある林業経営者）又は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づき認定事業体として登録されている林業経営体又は複合経営体に新たに就業した者であること。
（２）過去に（１）の市内林業経営体等への就業歴がないこと。
（３）技術系（森林での現場作業又は調査計画業務を主とする）職員として就業していること。
（４）常用雇用者（雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第４条第１項に規定する被保険者であり、１週間の所定労働時間が３０時間以上の者）であること。
（５）交付申請時点で４５歳以下であること。
（４）本市に転入した日の前日から起算して過去３年間に２年以上継続して本市に住所を有しておらず、かつ、居住の実態がなかった者であること。
（６）宅地建物取引業免許を有する事業者との賃貸借契約であること。
（７）公営住宅でないこと。
（８）本人及びその世帯員が、本事業以外の家賃支援等の交付を受ける場合は、その家賃支援等との差額分の支援を行うこととする。差額分の支援については、その家賃支援等の交付期間が２４か月以上の場合、本事業との支援期間が一致していない場合であっても、差額分相当の交付を上限とする。

（交付額及び交付期間）
第３条　月額家賃（敷金、礼金、仲介手数料、共益費、管理費、修繕費及び駐車場使用料等の借賃以外の費用は含めない）１月あたり６万円を上限として２分の１以内を補助するものとする。
（１）交付始期
全ての交付要件を満たした日が属する月または翌月とする。ただし、最初の交付申請日の属する年度の前年度以前に全ての交付要件を満たした場合は、最初の交付決定年度の４月とする。
（２）交付終期
次のいずれか早い月とする。
ア　全ての交付要件を満たした日が属する月から起算して２４か月目
イ　雇用契約が終了する月

（補助金の交付の申請）
第４条　規則第４条第１項に規定する申請書は、要綱第３条に定める農林水産業振興事業補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、申請が１年目の場合は第３（１）に基づく交付始期の月から３か月以内、申請が２年目及び３年目の場合は、申請年度の４月末日（４月末日が土日祝日に該当する場合は翌開庁日）までとする。
（１）　申請が１年目の場合
ア　移住就業者家賃支援事業計画書（第６号様式）
イ　雇用証明書（第２号様式）又は雇用契約書の写し
ウ　住居の賃貸借契約書の写し
エ　移住就業者本人の戸籍の附票の写し
オ　振込口座がわかる通帳・キャッシュカード・ネットバンキング上の口座情報等の写し
（２）　申請が２年目及び３年目の場合
ア　移住就業者家賃支援事業計画書（第６号様式）
イ　雇用証明書（第２号様式）
ウ　住民票の写し

（変更の承認）
第５条　規則第６条第１項第１号及び第２号の規定に基づき市長の承認を受けようとする場合は、要綱第５条に定める農林水産業振興事業変更（廃止・中止）承認申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。なお承認を要する変更は規則・要綱に定めるものとする。
（１）　移住就業者家賃支援事業計画書（第６号様式）
（２）　その他必要な書類

（実績報告）
第６条　補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了した日から起算した３０日以内又は事業年度の３月３１日のいずれか早い日までに、要綱第９条に定める農林水産業振興事業実績報告書に、次に掲げる書類を添えて実績報告を行わなければならない。
（１）　就業状況報告書（第５号様式）
（２）　補助対象月すべての家賃の支払いが確認できる書類（領収書、引き落とし口座の写し等）
（３）　その他必要な書類

（会計帳簿等の整備等）
第７条　補助金の交付を受けた者は、交付金その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存しておかなければならない。

第１号様式

１　事業計画
	新規就業者氏名
	

	新規就業者生年月日
	

	費用総額（消費税込）
	円

	申請額（総額×１／２以内）
※上限５０万円
	円


※１　国、県、他市町村、国又は県が出資する財団法人等から同一目的の支出金、補助金等の交付を受けないこと。
※２　申請額は千円未満を切り捨てるものとする。

２　計画詳細（変更にあっては、変更前を下段括弧書きにて記載すること）
	講習及び研修等や装備品等の名称
	講習及び研修等や装備品等の費用（消費税込）

	
	円

	
	円

	
	円

	
	円

	
	円

	
	円

	
	円

	
	円

	合計
	円


＊添付書類
・雇用契約書等の写し又は雇用証明書（第２号様式）




第２号様式
　　　　　年　　月　　日
　
南相馬市長

住所

氏名　（林業経営体等）

電話

雇用証明書

南相馬市林業新規就業者確保支援事業実施要領別記１第４条(２)の規定に基づき、下記の者が、技術系（森林内での現場作業又は調査計画業務を主とする）にて常用雇用（雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第４条第１項に規定する被保険者で、１週間の所定労働時間が３０時間以上）している従業員であることを証明いたします。

記

	氏名
	

	雇   用   年   月   日
	

	住所
	

















第３号様式

１　事業実績
	新規就業者氏名
	

	新規就業者生年月日
	

	費用総額（消費税込）
	円

	申請額（総額×１／２）
※上限５０万円
	円


※１　国、県、他市町村、国又は県が出資する財団法人等から同一目的の支出金、補助金等の交付を受けないこと。

２　実績詳細
	講習及び研修等や装備品の名称
	講習及び研修等や装備品の費用（消費税込）

	
	円

	
	円

	
	円

	
	円

	
	円

	
	円

	
	円

	
	円

	合計
	円


＊添付書類
・講習及び研修等や装備品に要した費用が確認できる書類（契約書、領収書、納品書等）の写し




第４号様式
年　　月　　日

南相馬市長

住所

氏名　　（申請者）

電話

新規就業者給付金事業申込書

南相馬市林業新規就業者確保支援事業実施要領別記２第４条(１)の規定に基づき、給付金を申し込みます。

記


１　事業計画
	生年月日
	

	就業年月日
	

	申請額
	円



＊添付書類
・雇用契約書等の写し又は雇用証明書（第２号様式）
・給付金振込先口座の通帳やキャッシュカード等口座情報がわかるものの写し














第５号様式
年 　　月　　 日

南相馬市長

住所

氏名　（林業経営体等名称）

電話

就業状況報告書

南相馬市林業新規就業者確保支援事業実施要領別記２第６条(１)の規定に基づき、下記就業者が６か月間以上継続し就業しており、今後も就業継続を見込んでいることを報告します。

記


１　事業計画
	就業者氏名
	

	就業者住所
	

	就業者生年月日
	

	就業年月日
	

















第６号様式
　　年 　　月　　日

南相馬市長

住所

氏名（申請者）

電話

移住就業者家賃支援事業計画書

南相馬市林業新規就業者確保支援事業実施要領別記３第４条の規定に基づき提出します。

１　賃貸借契約内容

賃貸事業者　事業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

連 絡 先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

月額家賃　　　　　　　　円

２　申請予定期間
	交付対象期間
	補助金額／月
	補助金額計／年度

	年度
	　月から　月まで
　　ヶ月
	　　　　　円／月
	円



３　添付書類
・雇用証明書（第２号様式）又は雇用契約書等の写し
・住居の賃貸借契約書の写し
・戸籍の附票の写し（申請１年目の場合）
・住民票の写し（申請２年目以降の場合）
・給付金振込先口座の通帳やキャッシュカード等口座情報がわかるものの写し
